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 神戸市児童相談所条例の一部を改正する条例及び神戸市立児童センター条例の

施行期日を定める規則をここに公布する。  

  令和５年２月３日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 53号  

   神戸市児童相談所条例の一部を改正する条例及び神戸市立児童センター条

例の施行期日を定める規則   

第１条  神戸 市 児童 相 談 所 条 例 の 一部を改正する条例（令和４年３月条例第 36

号）の施行期日は、令和５年２月６日とする。ただし、神戸市児童相談所条例

（昭和 39年３月条例第 70号）第１条の次に１条を加える改正規定（第２号に係

る部分に限る。）の施行期日は、令和５年２月 11日とする。  

第２条  神戸市立児童センター条例（令和４年３月条例第 31号）の施行期日は、

令和５年２月 11日とする。  

規 則
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 神戸市立児童センター条例施行規則をここに公布する。  

令和５年２月３日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 54号  

神戸市立児童センター条例施行規則  

神戸市総合児童センター条例施行規則（昭和 62年 11月規則第 46号）の全部を改

正する。  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、神戸市立児童センター条例（令和４年３月条例第 31号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。  

（届出事項）  

第３条  条例第６条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

（１） 入場料、受講料その他の対価を収受する場合における当該金額  

（２） 入場券、受講券その他の施設（育成室、生活室、料理教室、音楽スタジ

オ、研修室及びホールに限る。）の利用に必要な券類を発行する場合にお

ける当該発行枚数  

（３） 催物その他の施設の使用により行おうとする事業の内容  

（独占的使用の禁止）  

第４条  条例第８条に規定する規則で定める独占的な使用は、次に掲げるときと

する。  

（１） 条例第４条各号に掲げる施設及びその附属設備（以下「児童センターの

施設」という。）で同一のものを引き続き３日を超えて使用するとき。た

だし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

（２） 前号に掲げるもののほか、指定管理者が他の使用者の使用に支障がある

と認めるとき。  

 （附属設備及び駐車場の使用料）  

第５条  条例別表第２号及び第３号に規定する規則で定める額は、別表に掲げる
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額とする。  

 （使用料の後納）  

第６条  条例第 10条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、

次に掲げるときとする。  

（１） 国又は地方公共団体が公益上の目的で児童センターの施設を使用すると

き。  

（２） 駐車場を使用する者が駐車場に係る使用料を納付するとき。  

（３） 市長が特に必要があると認めるとき。  

 （使用料の減免）  

第７条  条例第 11条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、駐車場に

係る使用料を除き、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところによ

り、使用料を減額し、又は免除する。  

（１） 国、地方公共団体又は公共的団体が公益上の目的のために使用する場合

において、市長が特に必要があると認めるとき。  使用料の５割相当額の

減額又は免除  

（２） 過半数が 18歳未満の児童で構成される団体が、条例第１条に規定する目

的のために使用する場合であって、市長が特に必要があると認めるとき。

 免除  

（３） 条例別表第１号の備考に該当する場合において、市長が条例第１条に規

定する目的の達成に特に役立つと認めるとき。  使用料の額と条例別表第

１号の備考を適用した場合の使用料の額との差額相当額の減額  

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。  市

長がその都度定める額の減額又は免除  

２  駐車場の使用料に係る条例第 11条に規定する規則で定める特別の理由がある

ときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料

を減額し、又は免除する。  

（１） 児童 セン ター 及 び神 戸市 児童相談所条例（昭和 39年３月条例第 70号）

第１条第２項に定める神戸市こども家庭センターの施設の利用者が駐車場

を使用したとき。  駐車場の使用料相当額のうち２時間以下の部分につい
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ての減額（駐車場の使用料相当額が２時間以下の場合にあっては、免除）  

（２） 前号 に 規 定す る 場 合 において、次のいずれかに該当する者が駐車場を

使用したとき。  前号の規定にかかわらず、駐車場の使用料相当額のうち

３時間以下の部分について減額（駐車場の使用料相当額が３時間以下の場

合にあっては、免除）  

ア  身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４項の規定により

交 付 を 受 け て い る 身 体 障 害 者 手 帳 （ 以 下 単 に 「 身 体 障 害 者 手 帳 」 と い

う。）に身体上の障害の程度が１級から４級までである者として記載され

ている者であって神戸市に住所を有するものが自ら運転するとき。  

イ  神戸市に住所を有する次に掲げる者が同乗する自動車であってその介護

者が運転するとき。  

（ア）身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳の旅客

鉄道株式会社旅客運賃減額に係る記載が第１種身体障害者とされてい

るもの  

（ イ ） 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 1 2 3

号）第 45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者で当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が１級

のもの  

（ウ）療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に記載された障害の

程度がＡのもの  

（３） 次のいずれかに該当する自動車を駐車するとき。  免除  

ア  指定管理者及び駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を遂行する上で

必要な自動車  

イ  地方公共団体の職員が公務を遂行する上で駐車場の施設その他の公共施

設を利用するため使用する自動車  

３  前項第２号の規定による駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、あ

らかじめ市長が発行する証票を提示しなければならない。  

 （使用料の返還）  

第８条  条例第 12条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、
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次の各号に掲げるときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とす

る。  

（１） 天災地変、不可抗力その他使用者の責めに帰することのできない理由に

より施設を使用することができなくなったとき。  使用料の全額  

（２） 指定管理者が、条例第 15条第２項の規定により使用の許可を取り消した

とき。  使用料の全額  

（３） 使用者が、使用しようとする日（引き続き２日以上使用しようとすると

きは、その最初の日）の３月前（当該期日が第 12条に規定する休館日に当

たるときは、休館日の前日）までに指定管理者に申し出た場合で、使用の

許可の取消しを受けたとき。  使用料の全額  

（４） 使用者が、使用しようとする日（引き続き２日以上使用しようとすると

きは、その最初の日）の１月前（当該期日が第 12条に規定する休館日に当

たるときは、休館日の前日）までに指定管理者に申し出た場合で、使用の

許可の取消しを受けたとき。  使用料の５割相当額  

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が返還すべき正当な理由があると認め

たとき。  市長がその都度定める額  

 （行為の禁止）  

第９条  条例第 17条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

（１） 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為  

（２） 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為  

（３） 児童センターの施設を汚損し、損傷し、若しくは滅失する行為又はこれ

らのおそれのある行為  

（４） 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙  

（５） 所定の場所以外の場所への立入り  

（６） 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らす行為  

（７） 許可を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の

販売若しくは提供  

（８） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が児童センターの管理上支障が

あると認める行為  
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 （指定管理者の指定の申請に係る書類）  

第 10条  条例第 21条第２項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。  

（１） 指定申請書（団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに

担当者の氏名及び連絡先並びに指定管理者の指定を受けたい旨を記載した

書面をいう。）  

（２） 事業計画書  

（３） 児童センターの管理に係る人員の配置計画に関する書類  

（４） 児童センターの管理に関する業務の収支予算書  

（５） 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、こ

れらに相当する書類）  

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（開館時間）  

第 11条  児童センター（駐車場を除く。）の開館時間は、次に掲げる時間とする。  

（１） 午前９時 30分から午後８時。ただし、プレイルーム、赤ちゃんルーム、

造形スタジオ及び児童センターを利用する者の便益に供する施設にあって

は、午前９時 30分から午後５時までとする。  

（２） 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定す

る休日（以下単に「休日」という。）にあっては、午前９時 30分から午後

５時までとする。  

２  駐車場の使用時間は、午前８時 30分から午後９時までとする。  

（休館日）  

第 12条  児童センター（駐車場を除く。）の休館日は、次に掲げる日とする。  

（１） 12月 29日から翌年の１月３日までの日  

（２） 月曜日（当該日が休日に当たる場合は、その翌日以降の日のうち休日に

当たらない最初の日）  

（３） 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める日  

２  駐車場の休館日は、次に掲げる日とする。  

（１） 12月 29日から翌年の１月３日までの日  

（２） 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める日  
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３  指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、

これらの日に開館することができる。  

 （施行細目の委任）  

第 13条  この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和５年２月 11日から施行する。  

 （指定管理者不在等期間における児童センターの管理に関する業務）  

２  市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理

者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そ

の時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時ま

での間における第４条第１号及び第２号、第７条第２項第３号ア、第８条第２

号から第４号まで、第９条第８号並びに第 12条第１項第３号、第２項第２号及

び第３項の規定の適用については、第７条第２項第３号ア中「指定管理者及び

駐車場の管理業務に携わる者」とあるのは、「駐車場の管理業務に携わる者」

と、第４条第１号及び第２号、第８条第２号から第４号まで、第９条第８号並

びに第 12条第１項第３号、第２項第２号及び第３項中「指定管理者」とあるの

は「市長」とする。  

別表（第５条関係）  

（１） 附属設備の使用料  

附属設備  使用料  

特殊照明設備  １式１回につき  1,500円  

プロジェクター  １式１回につき  1,500円  

グランドピアノ  １式１回につき  4,000円  

（２） 駐車場の使用料  

自動車の種類  使用料  

普通自動車  １台 20分につき  100円  

 備考  この表において「普通自動車」とは、道路交通法（昭和 35年法律第 105

号）第３条に規定する普通自動車をいう。  
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神戸市告示第 647 号 

神戸市公印規則（昭和 52 年３月規則第 111 号）第８条第１項の規定により印影等を印刷するこ

とができる文書の名称、使用公印の名称、様式及び書体並びに印影等の寸法を、同条第２項の規

定により、次のとおり告示する。 

 令和５年２月３日 

神戸市長 久 元 喜 造  

文 書 名 
使 用 公 印 印影等の寸

法 
（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 名 称 様式 書 体 

介護保険給付費返還金督促状 区長の印 52 れい書 方12 

 

告 示
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神戸市告示第648号 

次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定

により、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次

のとおり告示する。 

令和５年２月３日 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 届け出た地縁による団体 

(1) 名称 

常本自治会 

(2) 主たる事務所 

神戸市西区平野町常本260番地の１ 

(3) 代表者の氏名 

橋本 直行 

(4) 代表者の住所 

神戸市西区平野町常本483番地の１ 

２  変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

「中部 義昭」を「橋本 直行」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「神戸市西区平野町常本201番地」を「神戸市西区平野町常本483番地の１」に改める。 

３  変更の年月日 

令和５年１月８日 

 

 

神戸市告示第649号  

 令和５年２月13日神戸市役所内に第１回定例市会を招集する。  

  令和５年２月６日 

神戸市長 久  元  喜 造  
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神戸市告示第649号  

 令和５年２月13日神戸市役所内に第１回定例市会を招集する。  

  令和５年２月６日 

神戸市長 久  元  喜 造  
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神戸市告示第657号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように決定

し、同条第２項の規定により、令和５年２月10日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年２月23日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年２月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道 路 の

種類 

路 線 名 区 間 延 長 

(メートル ) 

幅 員 

(メートル ) 

市道 菅野23号線 神戸市西区櫨谷町菅野字上川原428

番3地先から 

神戸市西区櫨谷町菅野字宇野手

1234地先まで 

379.50 最大  10.90 

最小   5.00 

 菅野24号線 神戸市西区櫨谷町菅野字上川原

1193地先から 

神戸市西区櫨谷町菅野字宇野手620

番5地先まで 

550.60 最大  21.50 

最小   4.00 

 菅野栃木線 神戸市西区櫨谷町菅野字上井1116

地先から 

神戸市西区樫野台２丁目57番地先

まで 

1148.60 最大  15.10 

最小   6.00 
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神戸市告示第658号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和５年２月10日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年２月23日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年２月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 

市道 

 

櫨 谷 川 1号

線 

神戸市西区櫨谷町菅野字上

川原1192番２地先から 

神戸市西区櫨谷町菅野字野

手1273番地先まで 

新 211.00 最大 11.50 

最小  5.00 

旧 207.00 最大  4.00 

最小  4.00 

 櫨谷村第７

号線 

神戸市西区櫨谷町菅野字野

手1267地先から 

神戸市西区櫨谷町菅野字野

手559番１地先まで 

新 

 

87.20 最大  5.40 

最小  5.40 

旧 88.30 最大  2.50 

最小  2.00 
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神戸市告示第659号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和５年２月10日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和５年２月23日まで一般の縦覧

に供する。 

令和５年２月９日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 

市道 

 

湊方面第82

号線 

神戸市兵庫区滝山町530番

４地先から 

神戸市兵庫区滝山町530番

４地先まで 

新 26.90 最大 15.10 

 最小 11.40 

旧 26.90 最大 6.00 

最小  4.60 
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神戸市告示第   号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58年４月条例第３ 
号）第 11条第２項（同条例第 12条第２項において準用する場合を含む。）第 23条の２項及び３ 
項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13条第１項の規定により次の 
とおり告示する。 

令和５年２月 21日 
神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 
保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 
  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 
３ 返還事務を行う時間 

(1)  西部保管所・西代保管所 
ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。 
イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

(2)  須磨保管所・名谷保管所 
ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。 

    （ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。） 
イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

４ 返還を受けるために必要な事項 
自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 
所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 
なければならない。 

５ その他 
  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 
１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 
当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 
きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 

神戸市告示第 661 号
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 14台

原動機付自転車

自転車 9台

原動機付自転車

自転車 6台

原動機付自転車

自転車 21台

原動機付自転車 1台

自転車 8台

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

自転車 9台

原動機付自転車

自転車 29台

原動機付自転車

自転車 3台

原動機付自転車

自転車 2台

原動機付自転車

自転車 5台

原動機付自転車

自転車 24台

原動機付自転車 2台

自転車 2台

原動機付自転車

自転車 10台

原動機付自転車

自転車 5台

原動機付自転車 1台

自転車 22台

原動機付自転車 1台

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

撤去及び保管した自転
車等の台数

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

令和5年1月10日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

須磨区須磨浦
通２丁目２番
須磨保管所

令和5年1月12日

令和5年1月18日

鷹取駅(南・北)周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田・須磨区管内長期放置

令和5年1月11日

長田・須磨区管内長期放置

須磨・須磨海浜公園駅周辺
自転車等放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和5年1月17日

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

令和5年1月26日長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

板宿・西代駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

令和5年1月24日

令和5年1月19日

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所
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神戸市告示第    号 

 次の医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条および中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3 の規

定により告示する。 

令和５年２月 21 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

名称 所在地 指定年月日 

まるぐちスキンクリニ

ック 

神戸市灘区永手町３丁目４番４号 令和 5 年 1 月 1 日 

ほそい眼科 神戸市灘区記田町２丁目３番１３号 令和 5 年 1 月 1 日 

医療法人社団小林ここ

ろのクリニック 

神戸市西区糀台５丁目６番３号 令和 5 年 1 月 1 日 

本町草部歯科医院 神戸市兵庫区本町１丁目４番７号 令和 5 年 1 月 1 日 

キリン堂薬局 新多聞

店 

神戸市垂水区本多聞４丁目１番２５８号 令和 5 年 2 月 1 日 

うらら訪問看護ステー

ション 

神戸市西区白水２丁目３番２１号 令和 4 年 11 月 23

日 

 

神戸市告示第 662 号
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神戸市告示第    号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の事

業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和５年２月 21 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

名称 所在地 廃止年月日 

ほそい眼科 神戸市灘区記田町２丁目３番１３号 令和 4 年 12 月 31 日 

まるぐち皮膚科医院 神戸市灘区永手町３丁目４番４号 令和 4 年 12 月 31 日 

内科小児科天王寺医院 神戸市垂水区小束山３丁目２番２号 令和 4 年 12 月 31 日 

医療法人社団小林ここ

ろのクリニック 

神戸市西区糀台５丁目６番３号 令和 4 年 12 月 31 日 

福嶋歯科医院 神戸市兵庫区本町１丁目４番７号 令和 4 年 12 月 31 日 

向平調剤薬局夢野店 神戸市兵庫区湊川町６丁目１０番１

２号 

令和 5 年 1 月 3 日 

うらら訪問看護ステー

ション 

神戸市西区宮下２丁目６番２０号 令和 4 年 11 月 22 日 

 

神戸市告示第 663 号
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神戸市告示第    号 

 次の指定介護機関について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 4 項にお

いて準用する同法第 50 条の 2 および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により，当該指定介護機

関の名称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告

示する。 

令和５年２月 21 日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

当該変更に

かかる介護

事業所の名

称 

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地 

介護事業者

の名称 

介護事業者の

主たる事務所

の所在地 

変更年月

日 
サービス種類 

朱史ケアセ

ンター 

(新)神戸市中央

区二宮町３丁目

１３番４号 

 

(旧)神戸市中央

区二宮町４丁目

２３番７号 

朱史株式会

社 

神戸市東灘

区本山北町

４丁目９番

６号 

平成 29

年 4 月 

1 日 

訪問介護 

介護予防訪問

介護 

介護予防訪問

サービス 

ケアプラン

センターら

ん 

(新)神戸市中央

区下山手通６丁

目１番４号 

 

(旧)神戸市中央

区中山手通４丁

目１０番３号 

医療法人社

団鳳光会 

神戸市中央

区中山手通

４丁目１番

１１号 

令和 4

年 5 月 

1 日 

居宅介護支援 

 

神戸市告示第 664 号
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神戸市告示第    号  
 次の施術者について，生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で，生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  
令和５年２月 21 日  

神戸市長 久 元 喜 造  
 

1 あん摩マッサージ師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

まごころマッサ

ージ院 

佐藤 亮太朗 神戸市灘区森後町１丁目２番５

号 

令和 5 年 1 月 10

日 

 

2 はりきゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

わたなべ鍼灸院 近藤 貴文 神戸市垂水区千鳥が丘３丁目１

８番１０号 

令和 5 年 1 月 1

日 

なかむら整骨院 中村 慎介 神戸市灘区永手町５丁目７番８

号 

令和 4 年 8 月 1

日 

まごころマッサ

ージ院 

佐藤 亮太朗 神戸市灘区森後町１丁目２番５

号 

令和 5 年 1 月 10

日 

 

3 柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

なかむら整骨院 中村 慎介 神戸市灘区永手町５丁目７－８ 令和 4 年 8 月 1

日 

 

神戸市告示第 665 号
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神戸市告示第    号  

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、事業系ごみの

処分に係る手数料及び物品売払代金の収納事務を次の者に委託する。  

  令和５年２月 21日  

 神戸市長  久  元  喜  造   

１ 委託先 

名称 所在地 

有限会社舞子運送 神戸市垂水区西舞子４丁目６番10号 

２  委託期間  

  令和５年２月２日から令和５年３月 31日まで  

神戸市告示第 666 号
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神戸市告示第  号 

次の地縁による団体について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定

により、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同条第10項の規定により次

のとおり告示する。 

令和５年２月21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 届け出た地縁による団体 

(1) 名称 

小束野自治会 

(2) 主たる事務所 

神戸市西区神出町小束野７番地の21 

(3) 代表者の氏名 

川崎 隆雄 

(4) 代表者の住所 

神戸市西区神出町小束野７番地の21 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 主たる事務所 

「神戸市西区神出町小束野48番地の１」を「神戸市西区神出町小束野７番地の21」に改

める。 

(2) 代表者の氏名 

「大西 光男」を「川崎 隆雄」に改める。 

(3) 代表者の住所 

「神戸市西区神出町小束野48番地の１」を「神戸市西区神出町小束野７番地の21」に改

める。 

３ 変更の年月日 

 令和５年１月15日 

神戸市告示第 667 号



令和 5年２月 21日 第3797号神 戸 市 公 報 3094

神戸市告示第    号 

次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 41条第１項本文及び第 53条第１

項本文並びに第 46条第１項本文の事業者の指定をしたので、同法第 78条及び第 115条の 10並び

に第 85条の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2860590500 神戸百年記

念病院附属 

訪問看護ス

テーション 

すこやか 

兵庫県神戸

市兵庫区御

崎町１丁目

９番１号 

医療法人社

団顕鐘会 

兵庫県神戸

市兵庫区御

崎町１丁目

９番１号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問看護 

2860590500 神戸百年記

念病院附属 

訪問看護ス

テーション 

すこやか 

兵庫県神戸

市兵庫区御

崎町１丁目

９番１号 

医療法人社

団顕鐘会 

兵庫県神戸

市兵庫区御

崎町１丁目

９番１号 

令和５年２

月１日 

訪問看護 

2865190637 訪問看護ス

テーション

さくらみち

デュオ 

兵庫県神戸

市中央区中

町通３丁目

１-15-902 

株式会社リ

ンクル 

兵庫県神戸

市灘区神ノ

木通３丁目

３番 16号Ｙ

コート神ノ

木１階 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問看護 

2865190637 訪問看護ス

テーション

さくらみち

デュオ 

兵庫県神戸

市中央区中

町通３丁目

１-15-902 

株式会社リ

ンクル 

兵庫県神戸

市灘区神ノ

木通３丁目

３番 16号Ｙ

コート神ノ

木１階 

令和５年２

月１日 

訪問看護 

2870103815 デイサービ

スりんく 

はつらつ館 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町２丁

目２番７号 

ロイヤルコ

ート本山１

Ｆ 

株式会社ヤ

マウチ 

香川県高松

市田村町

397番地 

令和５年２

月１日 

通所介護 

神戸市告示第 668 号
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2870503931 ケアプラン

センター十

人十色 神

戸 

兵庫県神戸

市兵庫区浜

崎通１-39 

インペリア

ル 101号 

コンフィッ

ト株式会社 

兵庫県宝塚

市小林５丁

目５－47 

令和５年２

月１日 

居宅介護支

援 

2870503949 訪問介護ア

プリコット 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

株式会社杏

花 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870603707 パワーリハ

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205－１ 

Soleadoみ

くら 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

通所介護 

2870603715 ロジケアな

がた 

兵庫県神戸

市長田区長

楽町２丁目

３-８ 内

海ビル１Ｆ 

株式会社ロ

ジケア 

兵庫県芦屋

市大原町４

番 10号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870603723 ニッシンケ

アサービス

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205-１ 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

介護予防福

祉用具貸与 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

特定介護予

防福祉用具

販売 
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2870503931 ケアプラン

センター十

人十色 神

戸 

兵庫県神戸

市兵庫区浜

崎通１-39 

インペリア

ル 101号 

コンフィッ

ト株式会社 

兵庫県宝塚

市小林５丁

目５－47 

令和５年２

月１日 

居宅介護支

援 

2870503949 訪問介護ア

プリコット 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

株式会社杏

花 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870603707 パワーリハ

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205－１ 

Soleadoみ

くら 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

通所介護 

2870603715 ロジケアな

がた 

兵庫県神戸

市長田区長

楽町２丁目

３-８ 内

海ビル１Ｆ 

株式会社ロ

ジケア 

兵庫県芦屋

市大原町４

番 10号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870603723 ニッシンケ

アサービス

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205-１ 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

介護予防福

祉用具貸与 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

特定介護予

防福祉用具

販売 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

特定福祉用

具販売 

2870703531 株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市須磨区車

字道谷山３

-９ 

株式会社ラ

イフワーク

ス 

兵庫県神戸

市西区南別

府４丁目

204番地の

１グリーン

ヴィレッジ

南別府Ｅ

-201号 

令和５年２

月１日 

福祉用具貸

与 

2870804602 訪問介護ス

テーション 

アリビオ 

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町１丁目

994-６ 山

陽塩屋高架

下店舗 

医療法人社

団やない外

科胃腸科 

兵庫県西脇

市下戸田

274番地の

２ 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2875104388 Helper 

base.ハノ

ケア 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 15番７号

東門エース

タウンビル

502号室 

合同会社ｈ

ａｎｏｃａ

ｒｅ 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 17番６号 

令和５年２

月１日 

訪問介護 

2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

介護予防福

祉用具貸与 

2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

特定介護予

防福祉用具

販売 
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2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

特定福祉用

具販売 

2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

福祉用具貸

与 
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2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

特定福祉用

具販売 

2875205201 介護ショッ

プもも 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103 

株式会社ｍ

ｏｍｏｋｉ

ｃｈｉ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台７丁目

103番地 

令和５年２

月１日 

福祉用具貸

与 

 

神戸市告示第   号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 45の５第１項の事業者

の指定をしたので、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サービス

事業者の指定に関する要綱第 10条第１号の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2870503949 訪問介護ア

プリコット 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

株式会社杏

花 

兵庫県神戸

市兵庫区本

町１丁目１

番 18号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2870603707 パワーリハ

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205－１ 

Soleadoみ

くら 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

介護予防通

所サービス 

2870603715 ロジケアな

がた 

兵庫県神戸

市長田区長

楽町２丁目

３-８ 内

海ビル１Ｆ 

株式会社ロ

ジケア 

兵庫県芦屋

市大原町４

番 10号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2870603723 ニッシンケ

アサービス

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205-１ 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2870603723 ニッシンケ

アサービス

みくら 

兵庫県神戸

市長田区御

蔵通５丁目

205-１ 

株式会社ニ

ッシンケア

サービス 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通４丁目

９番５号 

令和５年２

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2870804602 訪問介護ス

テーション 

アリビオ 

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町１丁目

994-６ 山

陽塩屋高架

下店舗 

医療法人社

団やない外

科胃腸科 

兵庫県西脇

市下戸田

274番地の

２ 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

神戸市告示第 669 号
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2870804602 訪問介護ス

テーション 

アリビオ 

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町１丁目

994-６ 山

陽塩屋高架

下店舗 

医療法人社

団やない外

科胃腸科 

兵庫県西脇

市下戸田

274番地の

２ 

令和５年２

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2875104388 Helper 

base.ハノ

ケア 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 15番７号

東門エース

タウンビル

502号室 

合同会社ｈ

ａｎｏｃａ

ｒｅ 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 17番６号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2875104388 Helper 

base.ハノ

ケア 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 15番７号

東門エース

タウンビル

502号室 

合同会社ｈ

ａｎｏｃａ

ｒｅ 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 17番６号 

令和５年２

月１日 

生活支援訪

問サービス 
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2870804602 訪問介護ス

テーション 

アリビオ 

兵庫県神戸

市垂水区塩

屋町１丁目

994-６ 山

陽塩屋高架

下店舗 

医療法人社

団やない外

科胃腸科 

兵庫県西脇

市下戸田

274番地の

２ 

令和５年２

月１日 

生活支援訪

問サービス 

2875104388 Helper 

base.ハノ

ケア 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 15番７号

東門エース

タウンビル

502号室 

合同会社ｈ

ａｎｏｃａ

ｒｅ 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 17番６号 

令和５年２

月１日 

介護予防訪

問サービス 

2875104388 Helper 

base.ハノ

ケア 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 15番７号

東門エース

タウンビル

502号室 

合同会社ｈ

ａｎｏｃａ

ｒｅ 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通１丁

目 17番６号 

令和５年２

月１日 

生活支援訪

問サービス 

 

神戸市告示第    号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 42 条の２第１項本文の事業者の

指定をしたので、同法第 78条の 11の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

介護保険事

業所番号 

事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 サービスの

種類 

2870202096 アースサポ

ート神戸灘 

兵庫県神戸

市灘区将軍

通三丁目４

番 19号 

アースサポ

ート株式会

社 

東京都渋谷

区本町１－

４－14 

令和５年２

月１日 

地域密着型

通所介護 

 

神戸市告示第 670 号



令和 5年２月 21日 第3797号神 戸 市 公 報3101

 
神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 75条第２項及び第 82条第２項の

規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78条第２号及び第 85条第２号の規

定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退の
年月日 

サービスの
種類 

2875100311 株式会社ポ
ート・リハビ
リサービス
営業本部居
宅介護支援
事業所 

兵庫県神戸
市中央区中
山手通３丁
目４番６号
エイコー山
手プラザ３
Ｆ 

株式会社ポ
ート・リハビ
リサービス 

兵庫県神戸
市中央区中
山手通３－
４－６エイ
コー山手プ
ラザ３F 

令和５年１
月 10日 

居宅介護支
援 

2870502834 コウダイケ
アサービス
兵庫居宅介
護支援事業
所 

兵庫県神戸
市兵庫区荒
田町２丁目
20-1105 

コウダイケ
アサービス
株式会社 

兵庫県神戸
市中央区八
幡通三丁目
１番 14 号 
サンシポー
トビル３F 

令和５年１
月 14日 

居宅介護支
援 

2870703473 訪 問 介 護 
ソラ 

兵庫県神戸
市須磨区松
風町３－１
－907 

合 同 会 社 
SORA 

兵庫県神戸
市長田区大
橋町 10－２
－７－101 

令和５年１
月 15日 

訪問介護 

2870102601 デイサービ
スセンター 
Ｔｈｅ  Ｓ
ＰＡ  甲南
山手  ＡＮ
ＮＥＸ 

兵庫県神戸
市東灘区本
山中町１丁
目 15番７号 

社会福祉法
人千種会 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木１丁目
１番３号 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870103088 デイサービ
ス り ん く 
はつらつ館 

兵庫県神戸
市東灘区本
山中町二丁
目２番７号 
ロイヤルコ
ート本山１
Ｆ 

株式会社ウ
ェルネスフ
ロンティア 

東京都墨田
区江東橋四
丁目 26 番５
号 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870202096 アースサポ
ート神戸灘 

兵庫県神戸
市灘区将軍
通三丁目４
番 19号 

アースサポ
ート株式会
社 

東京都渋谷
区本町１－
４－14 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

令和５年１
月 31日 

居宅介護支
援 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

令和５年１
月 31日 

訪問介護 

 

神戸市告示第 671 号



令和 5年２月 21日 第3797号神 戸 市 公 報 3102

 
神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123号）第 75条第２項及び第 82条第２項の

規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78条第２号及び第 85条第２号の規

定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退の
年月日 

サービスの
種類 

2875100311 株式会社ポ
ート・リハビ
リサービス
営業本部居
宅介護支援
事業所 

兵庫県神戸
市中央区中
山手通３丁
目４番６号
エイコー山
手プラザ３
Ｆ 

株式会社ポ
ート・リハビ
リサービス 

兵庫県神戸
市中央区中
山手通３－
４－６エイ
コー山手プ
ラザ３F 

令和５年１
月 10日 

居宅介護支
援 

2870502834 コウダイケ
アサービス
兵庫居宅介
護支援事業
所 

兵庫県神戸
市兵庫区荒
田町２丁目
20-1105 

コウダイケ
アサービス
株式会社 

兵庫県神戸
市中央区八
幡通三丁目
１番 14 号 
サンシポー
トビル３F 

令和５年１
月 14日 

居宅介護支
援 

2870703473 訪 問 介 護 
ソラ 

兵庫県神戸
市須磨区松
風町３－１
－907 

合 同 会 社 
SORA 

兵庫県神戸
市長田区大
橋町 10－２
－７－101 

令和５年１
月 15日 

訪問介護 

2870102601 デイサービ
スセンター 
Ｔｈｅ  Ｓ
ＰＡ  甲南
山手  ＡＮ
ＮＥＸ 

兵庫県神戸
市東灘区本
山中町１丁
目 15番７号 

社会福祉法
人千種会 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木１丁目
１番３号 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870103088 デイサービ
ス り ん く 
はつらつ館 

兵庫県神戸
市東灘区本
山中町二丁
目２番７号 
ロイヤルコ
ート本山１
Ｆ 

株式会社ウ
ェルネスフ
ロンティア 

東京都墨田
区江東橋四
丁目 26 番５
号 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870202096 アースサポ
ート神戸灘 

兵庫県神戸
市灘区将軍
通三丁目４
番 19号 

アースサポ
ート株式会
社 

東京都渋谷
区本町１－
４－14 

令和５年１
月 31日 

通所介護 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

令和５年１
月 31日 

居宅介護支
援 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101番１号共
栄ビル 207 

令和５年１
月 31日 

訪問介護 

 

 
神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法施行規則第 140 条の 62 の３第２項第４号の規定に基づいて事

業を廃止する旨の届出があったため、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護

予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第 10条第２号の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2870703473 訪 問 介 護 
ソラ 

兵庫県神戸
市須磨区松
風町３－１
－907 

合 同 会 社 
SORA 

兵庫県神戸
市長田区大
橋町 10－２
－７－101 

令和５年１
月 15日 

介護予防訪
問サービス 

2870102601 デイサービ
スセンター 
Ｔｈｅ Ｓ
ＰＡ 甲南
山手 ＡＮ
ＮＥＸ 

兵庫県神戸
市東灘区本
山中町１丁
目 15番７号 

社会福祉法
人千種会 

兵庫県神戸
市東灘区北
青木１丁目
１番３号 

令和５年１
月 31日 

介護予防通
所サービス 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101 番１号
共 栄 ビ ル
207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101 番１号
共 栄 ビ ル
207 

令和５年１
月 31日 

介護予防訪
問サービス 

2870602113 サポートセ
ンターあく
あ 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101 番１号
共 栄 ビ ル
207 

株式会社ケ
アコア 

兵庫県神戸
市長田区川
西通５丁目
101 番１号
共 栄 ビ ル
207 

令和５年１
月 31日 

生活支援訪
問サービス 

2875102853 運動施設・
デイサービ
ス ぷぅす 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通３丁
目 11－２ 

有限会社ワ
ールドメデ
ィカル 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通２－
６－５賢安
ビル３Ｆ 

令和５年１
月 31日 

介護予防通
所サービス 

 

神戸市告示第 672 号
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神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の５第２項の規定に基づい

て事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78条の 11第２号の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2875102853 運動施設・
デイサービ
ス ぷぅす 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通３丁
目 11－２ 

有限会社ワ
ールドメデ
ィカル 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通２－
６－５賢安
ビル３Ｆ 

令和５年１
月 31日 

地域密着型
通所介護 

 

神戸市告示第 673 号
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神戸市告示第  号 

 次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の５第２項の規定に基づい

て事業を廃止する旨の届出があったため、同法第 78条の 11第２号の規定により告示する。 

令和５年２月 21日 

神戸市長 久 元 喜 造  

 

介護保険事
業所番号 

事業所等の
名称 

事業所等の
所在地 

事業者の名
称 

事業者の主
たる事務所
の所在地 

廃止・辞退
の年月日 

サービスの
種類 

2875102853 運動施設・
デイサービ
ス ぷぅす 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通３丁
目 11－２ 

有限会社ワ
ールドメデ
ィカル 

兵庫県神戸
市中央区北
長狭通２－
６－５賢安
ビル３Ｆ 

令和５年１
月 31日 

地域密着型
通所介護 

 

神戸市告示第 号 

神戸市個人情報保護条例（平成９年10月条例第40号）第21条第１項に規定する口頭により開

示請求をすることができる個人情報等を定めた平成29年８月神戸市告示第366号は、令和５年

３月31日限り、廃止する。 

令和５年２月 21 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

神戸市告示第 674 号



令和 5年２月 21日 第3797号神 戸 市 公 報3105

神戸市告示第３００号 

 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等を撤

去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和５年２月 21 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

１ 自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数。撤去し、及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

西神保管所及び学園都市保管所 

（ア） 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。 

（イ） 土曜日 午後１時から午後５時まで。 

（ウ） 条例による撤去を実施したときは、撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日間、

平日 午後３時から午後７時まで、土曜日 午後１時から午後５時まで。 

 

４ 返還を受けるために必要な事項 

  自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 

神戸市告示第 675 号
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別表

自転車等の保管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

問　い　合　わ　せ　先

 西神南駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 5 年 1 月 24 日

 西神南駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 4 台 令和 5 年 1 月 24 日

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置

自転車 4 台 令和 5 年 1 月 26 日

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置

原付 1 台 令和 5 年 1 月 26 日

 学園都市駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 5 年 1 月 12 日

自転車 2 台 令和 5 年 1 月 12 日

原付 1 台 令和 5 年 1 月 12 日

撤去し、及び保管
した自転車等の台
数

撤去し、及び保管した
年月日

西区玉津町今津字宮の西
３３３番地の１
建設局西建設事務所
電話　９１２－３７５０

 西区高塚台６丁目
 西神保管所
 電話　９９２－３７６３

 西区学園西町３丁目２番地
 学園都市保管所
 電話　７９５－４６１８

 学園都市駅前自転車駐車場内
 長期放置



令和 5年２月 21日 第3797号神 戸 市 公 報3107

神戸市公告 

 神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開発事業の大橋７第２工区に

係る施設建築物の建築工事が令和５年１月31日に完了しましたので、都市再開発法（昭和44年法律第38

号）第118条の17の規定により公告します。  

 令和５年２月８日 

                                神戸市 

                            代表者  神戸市長 久 元 喜 造 

 

公 告
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神戸市公告 

 神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開発事業の大橋７第２工区に

係る施設建築物の建築工事が令和５年１月31日に完了しましたので、都市再開発法（昭和44年法律第38

号）第118条の17の規定により公告します。  

 令和５年２月８日 

                                神戸市 

                            代表者  神戸市長 久 元 喜 造 

 

神戸市公告 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成 30 年法律第 49 号） 第２条に規

定する所有者不明土地について、同法第 38 条第１項に規定する管理不全所有者不明土地と認めら

れるため、同法第 40 条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

令和５年２月９日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 対象となる土地の所在地 

  所在地 神戸市灘区篠原台 995-352 

  用 途 山林 

  所在地 神戸市灘区篠原台 995-280 

  用 途 山林 

  所在地 神戸市灘区篠原台 995-366 

  用 途 山林 

２ 所有者等が行うべき措置の内容 

  周辺に土砂が流出しないようにする等、災害等防止措置を講じること。 

３ 措置の期限 

令和５年３月９日 

期限までに措置が履行されない場合、神戸市長又はその命じた者若しくは委任した者

（以下「市長等」という。）が、当該措置を行います。 

４ 代執行の時期 

令和５年３月10日から令和５年３月31日まで 

５ 代執行責任者 

神戸市建設局防災課六甲山防災担当課長 伊賀 元泰 

６ 代執行に要する費用の概算見積額 

約2,500,000円 

７ 残地物件等の取扱い 

市長等が当該所有者不明土地の災害等防止措置を行う場合、当該敷地内に残置されて

いる残置物等が措置の弊害になる場合は、敷地内等の適切な場所に移動します。 

問い合わせ先 

神戸市建設局防災課 

住所 神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号神戸商工貿易センタービル19階 

電話 078-595-6357 

FAX  078-595-6349 
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神戸市公告                

 神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する条例（平成 13年４月条例第 17号）第２条第１項

の規定により、私道の変更又は廃止を承認したものは次のとおりです。 

令和５年２月 21日 

（特定行政庁）神戸市長 久 元 喜 造  

指定番号 廃止年月日 道路の位置 延長 幅員 

   (メートル) (メートル) 

第Ｒ４－

15号 

令和５年１

月 27日 

神戸市垂水区泉が丘４丁目 1439 番 10

のうち 
69.0 4.0 

備考 道路の位置の詳細については、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備え付けの図面

のとおり 
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神戸市公告                

 神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する条例（平成 13年４月条例第 17号）第２条第１項

の規定により、私道の変更又は廃止を承認したものは次のとおりです。 

令和５年２月 21日 

（特定行政庁）神戸市長 久 元 喜 造  

指定番号 廃止年月日 道路の位置 延長 幅員 

   (メートル) (メートル) 

第Ｒ４－

15号 

令和５年１

月 27日 

神戸市垂水区泉が丘４丁目 1439 番 10

のうち 
69.0 4.0 

備考 道路の位置の詳細については、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備え付けの図面

のとおり 

神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和５年２月21日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市北区菖蒲が丘１丁目578番１、534番118、578番15の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

兵庫県尼崎市昭和南通５丁目69番１ 

有限会社 シティリサーチ 

代表取締役 岡本 達治 

３ 許可番号 

  令和４年８月18日 第8067号 

（変更許可 令和４年12月９日 第2032号） 

（変更許可 令和４年12月16日 第2033号） 
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監査公表第 13 号 

令和５年２月21日 

神戸市監査委員   細  川  明  子 

同         藤  原  武  光 

同         山  本  嘉  彦 

同         よこはた  和  幸 

 

 

監  査  公  表 

 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の37第５項の規定に基づき、令和５年２月

６日に包括外部監査人 森山 恭太 から監査の結果に関する報告の提出があったので、

同法第252条の38第３項の規定により別紙のとおり公表します。 

 

監 査 委 員
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令和４年11月29日付け神戸市公報第3786号に掲載の神戸アートビレッジセンター条例施行規

則の一部を改正する規則（令和４年11月規則第38号）について、表記に誤りがありましたので

次のとおり訂正します。 

（2521頁 表中）

［誤］ 

第２条  条例第７条に規定する規則で

定める地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条第１項に規定する公の

施設は、次に掲げる公の施設とする。 

 (1)～ (8) ［略］  

 (9) 新開地アートひろば条例（平成

８年４月条例第14号）第１条に規

定する新開地アートひろば 

 

 (10)～ (44) ［略］  

第２条  条例第７条に規定する規則で

定める地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条第１項に規定する公の

施設は、次に掲げる公の施設とする。 

 (1)～ (8) ［略］  

(9) 神 戸 ア ー ト ビ レ ッ ジ セ ン タ ー    

条例（平成８年４月条例第14号）

第１条に規定する神戸アートビレ

ッジセンター 

 (10)～ (44) ［略］  

［正］  

第２条  条例第７条に規定する規則で

定める地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条第１項に規定する公の

施設は、次に掲げる公の施設とする。 

 (1)～ (7) ［略］  

 (8) 新開地アートひろば条例（平成

８年４月条例第14号）第１条に規

定する新開地アートひろば 

 

 (9)～ (44) ［略］  

第２条  条例第７条に規定する規則で

定める地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条第１項に規定する公の

施設は、次に掲げる公の施設とする。 

 (1)～ (7) ［略］  

(8) 神 戸 ア ー ト ビ レ ッ ジ セ ン タ ー    

条例（平成８年４月条例第14号）

第１条に規定する神戸アートビレ

ッジセンター 

 (9)～ (44) ［略］  

 

訂 正






